
熊本県循環器病対策推進計画の概要

第２章 計画策定の背景

第１章 計画策定の考え方

4 介護の状況
・脳血管疾患、心疾患を合わせると、要介護者の約
５人に１人が循環器疾患による要介護状態となっ
ている。

・例として国保の要支援・要介護認定者の７割以上
が高血圧症、約半数が糖尿病、脂質異常症に罹患
している。

１ 健康寿命・年齢調整死亡率
・令和元年（2019年）の健康寿命は、男性72.24歳、
女性75.59 歳であり男女ともに延長傾向。

・年齢調整死亡率は、虚血性心疾患、脳血管疾患
ともに全国より低い傾向だが、大動脈瘤・解離は、
女性が全国平均を上回る。

１ 計画の趣旨

3 健診の状況
・特定健診実施率は 51.1%で、全国平均より低い。
・特定保健指導実施率は 36.6％で、全国平均より
高い。

・特定健診における有所見率は空腹時血糖が36.4％
と全国平均より11.6ポイント高く、HbA1ⅽは、
72.2％と全国平均より16.1ポイント高くなって
いる。

2 罹患の状況
・県内の循環器疾患推計患者は、約20万人。
・循環器病の受療率（人口10万対）は、1,175と全
国平均（882）より高く、特に高血圧は、入院・
入院外ともに全国上位。

・在宅等生活の場に復帰した患者の割合は、脳血管
疾患では５割未満であり、循環器疾患と脳血管疾
患ともに全国平均を下回る。

１ 循環器病予防の取組みの強化

（１）循環器病の予防に向けた健康づくり
の推進

○県民の健康づくりを支援する社会環境整備の
推進

○くまもとスマートライフプロジェクト等によ
る健康経営の推進

○健康な食生活の推進
○歯と口腔の健康づくりの推進
○禁煙及び受動喫煙の防止

（２）循環器病を予防する健診の普及や
その他の取組みの推進

○特定健診・特定保健指導の実施率向上に向け
た取組みの推進

○自己検脈等の普及による循環器病の予防
○学校健診等の機会における小児の循環器病の
早期発見

○市町村保健事業の支援及び医療費分析・課題
検討

2 救急搬送体制及び医療提供体制
の充実

（１）初期症状の啓発と救急搬送体制の整備
○初期症状や対処法等についての普及啓発
○救急搬送体制・初期医療体制の強化
○二次救急、三次救急医療体制の強化
○救急業務の高度化に向けた実施体制の強化
○救急業務の高度化に向けた更なる推進

（２）医療提供体制の機能分化と連携
○医療提供体制の機能分化と連携
○医療従事者の確保の推進
○在宅医療の提供体制の充実
○くまもとメディカルネットワークの推進
○小児期・若年期から配慮が必要な循環器病
への対策

○歯科医師、歯科衛生士の人材育成・資質向上
○医科歯科連携の推進

（３）リハビリテーションの提供等の取組み
○リハビリテーションの提供等の取組みの推進

3 循環器病患者等を支えるための
環境づくり

（１）社会連携に基づく循環器病対策・循環
器病患者支援

○総合診療医の育成の推進
○在宅医療の提供体制の充実
○かかりつけ歯科医等による医科歯科連携の推進
○かかりつけ薬剤師・薬局の推進
○在宅医療に参画する薬局の推進
○自立支援ケアマネジメントの推進
○認定看護師等医療従事者の確保の推進

（２）循環器病に関する適切な情報提供
○県民及び医療機関等への医療情報の提供

（３）循環器病の後遺症を有する者に対する
支援

○循環器病の後遺症を有する者への福祉サービス
利用環境の整備

○失語症者向け意思疎通支援者養成事業の推進
○熊本県高次脳機能障害支援センターの継続設置
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各施策に関わる機関が相互連携を図りつつ目標へ向かって取組む

計画の目指す姿

全体目標
健康寿命の延伸、循環器病に係る年齢調整死亡率の減少

県民が循環器病を予防し、たとえ発症しても安心して暮らせる熊本

脳卒中・循環器病対策基本法第 11 条第１項に基づき、本県の現状と地域の特性に応じた計画を策定し、循環器病(注１)対策の一層の推進を図る。

２ 計画の位置づけ 「第７次熊本県保健医療計画」「第４次くまもと２１ヘルスプラン」等の関連施策との整合性を図りつつ、県の循環器病対策の基本的な方向性を定めるもの。
これまで実施してきた循環器病対策の各種施策を体系的に整理し、対策の強化を目指す。

３ 計画の期間 令和4年度（2022年度）から令和5年度（2023年度）までの２年間。

４ 施策の体系

５ 推進体制

健康寿命の延伸、循環器病に係る年齢調整死亡率の減少に向けて取り組むことにより、「県民が循環器病を予防し、たとえ発症しても安心して暮らせる熊本」を目指す。
予防から発症後の急性期、回復期、慢性期とそれぞれのフェーズへの対策を進めるだけではなく、各フェーズに関わる機関が相互連携を図りつつ取組を進める。

熊本県循環器病対策推進協議会において進捗管理を実施。ロジックモデル(注２)を活用し取り組みと評価指標の整理を行う。

４ 熊本地震及び令和２年７月豪雨の経験、感染症を踏まえた循環器病対策

（１）災害の経験を踏まえた循環器病対策
○エコノミークラス症候群等予防の取組み ○くまもとメディカルネットワークを使用した情報連携 ○避難所等の食環境の整備 ○医薬品の供給

（２）感染症の流行を踏まえた循環器病対策
○危機に強い医療提供体制の構築 ○必要な感染対策を行ったうえでの活動再開に向けた啓発

(注１) 循環器病は、血液を全身に循環させる心臓、血管などの機能が何らかの原因で異常をきたしている状態であり、本計画における循環器病には脳卒中、心筋梗塞等急性の疾患から先天性心・脳血管疾患、遺伝性疾患まで幅広く
含まれるが、特に虚血性・出血性脳卒中、虚血性心疾患、心不全、大動脈疾患、末梢血管疾患を重要疾患としている。

(注２) 事業等の管理における「立案」と「実行」にあたる考え方を一覧に整理したもの。ロジックモデルを描くことで、解釈のズレが少なく、分かりやすい評価を行うことができ、施策等の改善に向け、論理的な検討ができる。

第３章 計画の推進

※｢2016年を起点として、2040 年までに３年以上の健康寿命の延伸及び循環器病の年齢調整死亡率の減少｣を目指す。

※「熊本県保健医療計画」等の関係計画と終期を合わせるため２年間とする。

※HbA1cの特定保健指導実施基準値：5.6%(NGSP)以上

【関連】厚労省：健康寿命延伸プラン


